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裁
判
員
の
法
的
知
識
と
心
理
学
的
知
識

裁
判
員
制
度
へ
の
動
機
付
け
と
知
識
の
問
題

内
閣
府
大
臣
官
房
政
府
広
報
室
等
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
裁
判
員
制

度
に
「
あ
ま
り
参
加
し
た
く
な
い
、
参
加
し
た
く
な
い
」
と
回
答
し

仲


真
紀
子


八
%
、
二
O
O
八
年
は
八
二
%
と
な
っ
て
い
る

て
い
る
人
の
割
合
は
、
二
O
O
五
年
は
七
O
%
、
二
O
O
七
年
は
七

O
O

O
O

l

)11真
弓(に
ヌ立内

(叩
)

( 

ゴ閤
「府
参 大

ニ 

五
、
ニ 

ジ

加 臣

官
房
政
府
広
報
室 

9 

)

七
一
イ
ン
テ

し
た
い
」
「
し
て
も
よ
い
」
と
い
う
人
の
割
合
は
二
五
%
、
二
O
%
、

一
五
%
で
あ
り
、
裁
判
員
制
度
開
始
ま
で
一
年
を
切
っ
て
い
る
と
い

う
の
に
、
制
度
に
積
極
的
な
人
は
わ
ず
か
八
人
に

一
人
で
あ
る
。
な

、
ぜ
、
参
加
し
た
く
な
い
の
か
。
選
択
率
の
高
い
理
由
を
見
て
み
る
と
、

で
被
告
人
の
運
命
が
決
ま
る
た
め
責
任
を
重
く
感
じ
る
」
七
五
%
、

「
自
分
達
の
判
決
で
被
告
人
の
運
命
が
決
ま
る
た
め
責
任
を
強
く
感

じ
る
」
六
四
%
、
「
冷
静
に
判
断
で
き
る
か
自
信
が
な
い
」
四
四
%
、

「
裁
判
の
仕
組
み
が
分
か
ら
な
い
」
四
二
%
(
以
上
二
O
O
七
年
)、

自
分
達
の
判
決
で
被
告
人
の
運
命
が
決
ま
る
た
め
責
任
を
強
く
感
じ

る
」
七
五
%
、
素
人
に
裁
判
が
行
え
る
の
か
不
安
で
あ
る
」
六
四
%

(
二
O
O
八
年
)
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。

い
う
こ
と
を
し
た
く
な
い
」
四
六
%
(
以
上
二
O
O
五
年
)
、
「
判
決
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裁判員の法的知識と心理学的知識

裁
判
が
難
し
く
責
任
の
あ
る
仕
事
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
ま

た
、
こ
れ
ま
で
裁
判
を
体
験
し
た
こ
と
の
な
い
人
が
自
信
が
な
い
、

Q
&
A

不
安
で
あ
る
と
思
う
の
も
領
け
る
。
し
か
し
、
「
裁
判
の
し
く
み
が

わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
市
民
に
裁
判
に
関
わ
る
知
識

を
提
供
す
る
こ
と
で
、
裁
判
員
の
意
欲
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
い
か
。
否
、
そ
の
前
に
、
裁
判
員
に
な
る
た
め
の
意
欲
と
知

識
と
に
関
連
が
あ
る
の
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ

H
P

う
。
そ
の
よ
う
に
考
え
て
、
市
民
の
裁
判
員
制
度
に
対
す
る
意
識
と

知
識
と
の
関
連
の
検
討
を
始
め
た
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
裁
判
員
に
期

侍
さ
れ
る
知
識
に
つ
い
て
検
討
し
、
調
査
の
結
果
も
踏
ま
え
な
が
ら

知
識
と
意
識
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

Z
G

裁
判
に
必
要
な
知
識

裁
判
に
参
加
す
る
に
は
ど
の
よ
う
な
知
識
が
必
要
、だ
ろ
う
か
。

つ
は
、
法
律
、
裁
判
、
法
手
続
き
な
ど
に
関
す
る
基
礎
的
な
用
語
や

概
念
で
あ
る
、
だ
ろ
う
。
裁
判
所
の 

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
裁
判
員

制
度 

の
な
か
に
、
「
法
律
を
知
ら
な
く
て
も
判
断
す
る
こ
と

は
で
き
る
の
で
す
か
」
と
い
う
間
い
が
あ
る 

(

二
言
巧
者 

自
旨
・
の 

∞
お
¥ρω¥の
品 

一一 

八
年
八
月
一
日
ア

-

ク
セ
ス
)
。 

に
お
け
る
回
答
は
「
裁
判
員
の
仕
事
に
必
要
な
『
法

律
に
関
す
る
知
識
』
や
『
刑
事
裁
判
の
手
続
』
に
つ
い
て
は
、
裁
判

官
が
丁
寧
に
ご
説
明
し
ま
す
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
問

い
が
あ
る
こ
と
自
体
、
ま
た
回
答
の
な
か
に
「
裁
判
員
の
仕
事
に
必

要
な
「
法
律
に
関
す
る
知
識
」
や
「
刑
事
裁
判
の
手
続
』
」
と
あ
る

こ
と
か
ら
も
、
裁
判
員
と
な
る
に
は
あ
る
程
度
の
法
的
知
識
が
必
要

で
あ
る
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
上
記
の
不
参
ノ
加
理
由
に
も
挙
げ
ら
れ

て
い
る
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
市
民
の
側
は
、
基
本
的
な
概
念
や
用

語
に
関
す
る
知
識
は
必
要
で
あ
り
、
自
分
に
は
そ
れ
が
な
い
、
と
感

じ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、

一
般
に
「
常
識
」
と
呼
ば
れ
る
知
識
も
無
視
で
き
な
い
。

そ
も
そ
も
裁
判
員
制
度
は
法
制
度
改
革
審
議
会
に
よ
る
「
裁
判
内
容

に
国
民
の
健
全
な
社
会
常
識
を
一
層
反
映
さ
せ
る
」
と
い
う
意
見
合
一

SFσ
。
。
一
二 

)

を
受
け
て
制
定
さ
れ
た
。
こ
こ
で
の
「
常
識
」
と
は
何

だ
ろ
う
か
。
鳥
取
高
等
裁
判
所
の 

に
は
「
多
数
意
見
が
常
識
で
、

O

少
数
意
見
が
非
常
識
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
色
々
な
方
の
意

H
P

O
R
g

見
を
聴
き
、
納
得
で
き
る
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
常
識
的
な
考

o

l
ω
-
Z
E

H
P

O
O
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公判段階

}
S
E

あ
る

え
で
あ
り
、
理
に
か
な
う
も
の
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
」
と

か
、
弟
に
特
有
な
エ
ラ
ー
や
他
者
で
は
真
似
の
で
き
な
い
文
字
の
形

で
あ
る
か
ど
う
か
、
と
い

っ
た
推
論
に
も
と
づ
く
意
見
が
重
要
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
背
の
高
さ
や
文
字
の
形 

(筆
跡
鑑
定
の
信
用
性
も
議
論

の
あ
る
と
こ
ろ
だ
が
)
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
例
え
ば
記
憶
や
知
覚
な

ど
、
目
に
見
え
に
く
い
人
の
認
知
や
行
動
に
つ
い
て
は
、
市
民
は
ど

の
程
度
納
得
で
き
る
推
論
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
カ
ッ
シ
ン

(同
 

ω
百
)
ら
は
人
物
の
知
覚
や
出
来
事
の
記
憶
等
、

裁
判
に
関
わ
る
心 g'

 

理
学
的
知
識
が
法
廷
で
は
し
ば
し
ば

「常
識
」
と
し
て
扱
わ
れ
る
と

し
、
心
理
学
者
が
納
得
で
き
る
、

i、

識
」
と
は
何
か
を
検
討
し
て
い
る

彼
ら
は
証
言
、
記
憶
、
識
別
の
信
用
性
に
関
わ
る
約
三

(「
出
来
事
に
関
す
る
目
撃
証
言
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
形
式
や

内
容
の
質
問
を
さ
れ
る
か
に
よ

っ
て
影
響
を
受
け
る
」
等
)
を
提
示

∞・ 

お¥け
 

巳
ヨ
旨

ι
向
。
ロ
自
己
奇
己

二 

O
C
2
ω

o

(
Z
G
一¥¥君巧巧・の 

0
2
0門
町
民 
)
O
C
R
F
8
7
0
¥
C
∞1
0
m
l
c
ω 

O

O
八
年
八
月
一
日
ア
ク
セ
ス
)
。

常
識
と
は

「納
得
で
き
る
意
見
」
だ
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

で
は

「納
得
で
き
る
意
見
」
と
は
何
か
。
心
理
学
者
で
あ
れ
ば
、

納
得
で
き
る
か
否
か
に
は
、
よ
っ
て
立

つ
デ 

タ
や
エ
ピ
デ
ン
ス
、

論
理
的
な
推
論
が
重
要
だ
と
い
う
か
も
し
れ
な
い
。
法
務
省
が
挙
げ

Q
&
A

て
い
る
事
例
も
同
様
の
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
読
み
取
れ

る
。
先
の
問
い

(
裁
判
員
制
度 

)
へ
の
回
答
は
、
以
下
の
よ

l

う
に
続
く
。
「
例
え
ば
、
壁
に
ら
く
が
き
を
見
つ
け
た
お
母
さ
ん
が
、

こ
の
い
た
ず
ら
は
兄
と
弟
の
ど
ち
ら
が
や

っ
た
の
か
と
考
え
る
場

合
、
?
」
ん
な
に
高
い
と
こ
ろ
に
は
弟
は
背
が
届
か
な
い
な
。
』
と
か
、

『
こ
の
ら
く
が
き
の
字
は
弟
の
字
、
だ
な
。」
と
か
、
ら
く
が
き
を
見
て

ど
ち
ら
が
や

っ
た
の
か
を
考
え
る
と
思
い
ま
す
。

刑
事
裁
判
で
も

証
言
を
聞
い
た
り
、
書
類
を
読
ん
だ
り
し
な
が
ら
、
事
実
が
あ

っ
た

か
な
か

っ
た
か
の
判
断
を
し
て
い
く
の
で
、

日
常
の
生
活
で
行
っ
て

い
る
こ
と
と
同
じ
こ
と
を
し
て
い
る
と
言
え
ま
す
」
。
椅
子
や
脚
立

に
乗
っ
て
も
届
か
な
い
ほ
ど
高
い
場
所
に
書
か
れ
て
い
る
か
ど
う

し
、
専
門
家
と
し
て
ど
の
程
度
信
用
性
が
あ
る
と
思
う
か
を
判
断
さ

せ
た
。
そ
の
結
果
、
専
門
家
の
九
割
以
上
が 

(デ 

タ
に
も
と
づ

l

き
)
「
信
用
で
き
る
」
と
し
た
言
明
は
、
質
問
や
教
示
の
仕
方
、
正

確
さ
と
確
信
度
の
関
係
、
人
物
の
識
別
に
お
け
る
人
種
間
パ
イ
ア

実エ�  
g ヒ
…ー�  

届ア�  
(1) 

/

;ス

トー 判� 

28?と
に(� J 、、~ 

J つ� 

23(く� 
08  
ト-'� ~ 一一寸� 

O 常

122 

の
言
明

O
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裁判員の法的知識と心理学的知識

(
E
g

mg(同
国

ス
、
催
眠
の
影
響
、
子
ど
も
の
被
暗
示
性
な
ど
に
関
わ
る
一
�
 0
項
目

で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
心
理
学
研
究
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
「
常
識
」

だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

市
民
は
常
識
と
し
て
こ
う
い
っ
た
知
識
を
も
っ
て
い
る
だ
ろ
う

か
。
デ
イ
ツ
フ
ェ
ン
バ
ッ
シ
ャ
�
 と
ロ
フ
タ
ス
(
り
の
問
問
。
ロ
ゲ
仰
の

l

o

g
L
g
N
)

「
�
 ロ
�
 (

4
)
 

は
、
大
学
生
と
市
民
に
「
凶
器
注
目
効
果
(
凶
器

と
な
る
一
一
の
評
議
の
な
か
で
、
記
憶
の
変
容
な
ど
当
然
考
慮
す
べ

き
事
柄
が
議
論
さ
れ
た
の
は
一
評
議
体
で
あ
る
こ
と
、

ス
ト
レ
ス
は

記
憶
を
高
め
る
な
ど
専
門
家
と
は
逆
の
信
念
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
ケ

ー
ス
も
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

上
記
調
査
に
お
け
る
「
参
加
し

た
く
な
い
理
由
」
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
「
裁
判
の
し
く
み
が
わ

か
ら
な
い
」
に
は
、
こ
う
い
っ
た
常
識
の
不
足
も
含
ま
れ
て
い
る
の

だ
ろ
、
っ
か
。

本
稿
で
は
以
下
、

岡
田
、

藤
田
、

山
崎
と
の
共
同
で
行
っ
た
市
民

へ
の
調
査
(
岡
田
、
仲
、
藤
田

か
か
ら
、
裁
判
員
制
度
に
対
す
る
意
識
、
お
よ
び
法
学
的
知
識
、
心

理
学
的
知
識
を
調
査
し
た
結
果
を
も
と
に
、
知
識
と
意
識
の
関
連
性

に
つ
い
て
検
討
す
る
。

72mgι

が
あ
る
と
そ
ち
ら
に
注
意
が
向
か
い
犯
人
の
顔
の
記
憶
が
低
下
す

る
)
」
「
人
種
間
バ
イ
ア
ス

(
人
種
が
異
な
る
と
識
別
し
に
く
い
)
」

等
に
関
す
る
判
断
を
求
め
た
。
そ
の
結
果
、
専
門
家
と
同
じ
方
向
の

判
断
が
な
さ
れ
た
率
は
五
O
%
に
満
た
ず
、
市
民
で
は
特
に
低
か
っ

F
-
u

た
(
三
六
%
)
。
ま
た
、
ブ
ラ
イ
ハ
ム
と
ボ
ス
ウ
ェ
ル

(
2
)∞ω)

は
電
話
帳
か
ら
ラ
ン
ダ
ム
に
選
ん
だ
二
三

(
回
円
高
 7
9
E

o
p君。

八
人
の
市
民
に
、
あ
る
目
撃
実
験
の
結
果
を
予
測
さ
せ
る
と
い
う
調

査
を
行
っ
た
。
こ
の
目
撃
実
験
で
の
実
際
の
識
別
率
(
参
加
者
が
タ

ー
ゲ
ッ
ト
を
正
し
く
識
別
で
き
た
割
合
)
は
一
二
%
で
あ
っ
た
が
、

過
大
評
価
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
さ
ら
に
ヘ
イ
ス
テ
ィ

C
)

宏司】む∞(
5
)
 

は
陪
審
員
に
よ
る
評
議
を
分
析
し
、
記
憶
が
問
題

本
稿
で
扱
う
分
析
の
一
部
は
�
 3
ヨ
�
 ∞

。

ロ
ッ
パ
心
理
・
法
学
会
機
関
誌
)
に
お
い
て
審
査
中
の
論
文
の
一
部

と
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
同
】
ω
匂の� 

「
�
 司
の
エ
デ
ィ

タ
の
許
可
を
得
て
こ
こ
に
紹
介
す
る
。

7
0
-
o
m
F

70-o 
F

Q

5

m
w
d

本

の巴� 5
0
h
p

bud

市
民
が
予
測
し
た
値
は
七
O
%
で
あ
り
、
市
民
は
目
撃
者
の
能
力
を

(

ロ

)

(

日

ニ

六

、
ニ
�
 
六

、
ニ
�
 
七
)

O
O

a

O
O)
(

M

)b

O
O

の
な

司
(
ヨ
ー
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O

の
男
女
を
無
作
為
に
抽
出
し
、
郵
送
法
で
実
施
し
た
。
回
答
数
は
二

九
四
件
で
あ
っ
た
。
う
ち
男
性
は
一
三
八
人
、
女
性
は
一
五
三
人

(
記
入
の
あ
る
者
の
み
)

で
あ
り
、
教
育
歴
の
構
成
は
中
学
校
三
五

人
、
高
等
学
校
一 

一
人
、
専
修
学
校
/
専
門
学
校
二
三
人
、
短
大

/
高
専
二
六
人
、
大
学
九
五
人
、
大
学
院
九
人
で
あ
っ
た
(
記
入
の

あ
る
者
の
み
。
短
大
ま
で
の
群
を
一
般
群
、
大
学
・
大
学
院
ま
で
の

群
を
長
期
群
と
す
る
)
。
郵
送
し
た
調
査
表
に
は
約
二
二 
0
項
目
の

質
問
事
項
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
裁
判
員
制
度
に
対
す
る

意
識
を
尋
ね
る
項
目
(
五
件
法
に
よ
る
も
の
三
八
項
目
)
、
心
理
学

的
知
識
(
一
二
項
目
)
、
法
学
的
知
識
(
一
一
項
目
)

の
分
析
を
紹

介
す
る
。
法
学
的
知
識
の
問
題
は
岡
田
が
作
成
し
、
心
理
学
的
知
識

は
内
包
∞
宮
ら
に
よ
る
も
の
宇
二
部
改
変
し
て
用
い
た
。
質
問
を
表

ー
に
示
す
。
な
お
、
音
山
識
に
関
す
る
項
目
は
「 
1
一
そ
う
は
思
わ
な

い」
 

「
5
一
そ
う
思
う
」
ま
で
の
五
件
法
、
知
識
に
関
す
る
調
査

福
島
市
の
選
挙
人
名
簿
か
ら
計

一
、
五 
O
O
人
の
二
十 

七
十
四
歳

l

調
査
は
二 
O
O
四
年
十
一
月
、
東
京
都
大
田
区
、
名
古
屋
市
緑
区
、

調

査

は
「 
1
一
正
し
い
」
「 
2
一
分
か
ら
な
い
」
「 
3
一
間
違
っ
て
い
る
」 

の
三
件
法
で
反
応
を
求
め
た
。

ま
ず
、
意
識
に
関
す
る
三
八
項
目
に
対
し
因
子
分
析
を
行
っ
た
と

こ
ろ
、
三
つ
の
因
子
を
同
定
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
第
一
の
因
子
は
、

「
裁
判
員
制
度
に
賛
成
で
あ
る
」
「
裁
判
員
制
度
は
市
民
社
会
の
発
展

の
た
め
に
は
必
要
な
制
度
で
あ
る
」
な
ど
の
項
目
へ
の
負
荷
が
高
か

っ
た
。
よ
っ
て
「
意
欲
関
心
」
な
ど
と
命
名
で
き
そ
う
で
あ
る
が
、

負
荷
量
が
負
の
値
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
第
二
、
第
三
因
子
の
方
向
性

と
一
致
さ
せ
て
「
消
極
性
」
と
命
名
し
た
。

つ
ま
り
、
得
点
が
高
い

ほ
ど
「
意
欲
関
心
」
が
低
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
第
二
の
因
子
に

は
、
「
裁
判
の
こ
と
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
」
「
法
律
知
識
の
欠
如
」
な

ど
へ
の
負
荷
が
高
い
。
そ
こ
で
こ
れ
を
「
資
質
能
力
へ
の
不
安
」
と

し
た
。
第
三
の
因
子
に
は
、
(
不
安
や
障
害
の
理
由
と
し
て
の
)
「
職

場
の
休
暇
」
や
「
職
場
の
理
解
」
が
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ

の
因
子
は
「
障
害
」
と
し
た
。

「
消
極
性
」
「
資
質
能
力
へ
の
不
安
」
「
障
害
」
の
各
尺
度
ス
コ
ア

を
算
出
し
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
ぞ
れ
二
・
九
三
、
三
・
三
二
、
三
・
一

九
で
あ
り
、
相
対
的
に
資
質
能
力
へ
の
不
安
が
高
か
っ
た
。
ま
た
、
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裁判員の法的知識と心理学的知識 


表� 1 心理学的知識と法学的知識� (DKは「分からない」、口は「正答」を示す) 
  

No 略称

1 推定無罪

法学的知識� 

被告人は、法廷において証拠により、有罪であると� 

証明されるまで、無罪と推定される� 

N 正

285 園� 
誤� 

14 

DK 

19 

2 黙秘 被告人が黙秘したとしても、これだけで、被告人を� 

犯人扱いしてはいけない� 

286 凶� 6 9 

3 自由心証 証拠については、裁判員はそれぞれ、信用できるか� 

どうか、自由に評価することができる� 

286 図� 20 25 

4 供述証拠 被告人の供述だけしか証拠がない場合には、この供� 

述に基づいて、被告人を有罪とすることができる� 

287 9 圏� 31 

5 基礎女王

6 証言

7 供述証拠

裁判の最初に、検察官が読む起訴状は、証拠である� 

法廷で証人が証言する内容は、証拠である� 

被告人の供述を内容とする文書は、証拠となること� 

がある� 

285 16 

287 図� 
286 函� 

図� 
16 

4 

37 

29 

20 

8 自由の任意性

9 立証責任

被告人の意思に反して強制的に供述したことは、証� 

拠となる� 

被告人は、自分が無罪であることを証明する責任が� 

ある� 

288 8 

284 38 

固� 

図� 

20 

30 

10 有罪の証明 検察官の有罪の証明は、「有罪の証拠がある」とい� 

うことだけで充分である� 

283 12 図� 36 

11 合理的疑い 「もしかした ら有罪ではないかもしれない」という� 

疑問があっても、刑事裁判では有罪としてよい� 

288 3 凶� 19 

12 伝聞証拠 うわさも、証拠とすることができる� 286 2 ロ出 18 

項目 略称 ，心理学的知識� N 正 誤� DK 

l 強い恐怖 強い恐怖を引き起こした体験の記憶は、普通の出来� 

事の記憶よりも正確で、ある� 

287 15 固� 47 

2 凶器注目 銃やナイフなどの凶器があると、目撃者はそちらに� 

注意がいってしまい、犯人の顔をよく記憶できない� 

287 図� 6 6 

3 目撃時間 目撃した時聞が短ければ短いほど、事件の記憶は不� 

正確になる� 

287 図� 31 31 

4 確信度と正確性 目撃者が自信をもって証言していれば、その証言は� 

正しい� 

287 8 回� 47 

5 事後情報 目撃証言は、人の意見やメディア報道など、後に見� 

聞きしたことによって影響を受ける� 

289 国� 7 7 

6 無意識的転移 事件とは全く別の状況や文脈で見た人物を、誤って� 

犯人だと思いこんでしまうことがある� 

285 図� 8 8 

7 アルコール 酔っぱらった状態で目撃したことは信用できない� 285 園� 15 15 

8 記憶の抑圧 外傷体験(トラウマ)は抑圧され、思い出せなくな� 

ることがある*� 

284 65 囚� 4 

9 記憶の回復 完全に忘れていた外傷体験(トラウマ)は、突然思� 

い出されることがある本本� 

283 71 囚� 4 

10 記憶の弁別 証言に含まれる実際の体験は、嘘、思い込み、空想、� 

などから客観的に区別することができる� 

282 12 固� 31 

11 幼児の証言 幼児の証言は信用できない***� 283 回� 50 50 

本**Kassinらの研究では、抑圧と回復は合わせて尋ねている。� 

***Kassinらの文言は「幼児の証人は、成人の証人に比べ、正確さの度合いが低いJである� 適切O

な面接を行うことにより 、より信用性の高い証言をヲ|き出すことはできる。� 
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i

公判段階

年
齢
(
二
十
�
 四
十
代
、
五
十
代
以
上
の
二
群
)
、
教
育
歴
(
上
記
の

一
般
群
、
長
期
群
)
、
性
差
に
よ
る
違
い
を
検
討
し
た
と
こ
ろ
、
一
般

群
よ
り
も
長
期
群
の
方
が
ス
コ
ア
が
高
く
(
一
般
群
三
・
二
四
、
長

期
群
二
・
九
九
)
、
特
に
一
般
群
で
は
「
資
質
能
力
へ
の
不
安
」
と

「
障
害
」
の
値
が
高
か
っ
た
(
消
極
性
二
・
九
二
、
資
質
能
力
へ
の
不

安
三
・
二
五
、
障
害
三
・
一
八
)
。
ま
た
、
一
部
年
齢
差
も
見
ら
れ
た
。

消
極
性
、

資
質
に
関
し
て
は
年
齢
群
に
よ
る
差
は
な
い
が
、

障
害
は

高
年
齢
群
の
方
が
低
い

(
若
年
齢
で
は
三
・
四
四
で
あ
る
の
に
対
し

高
年
齢
で
は
二
・
九
二
)
。
高
齢
、
特
に
退
職
後
は
仕
事
や
勉
学
な

ど
に
よ
る
障
害
か
ら
は
解
放
さ
れ
や
す
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

次
に
知
識
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
法
学
的
知
識
に
つ
い
て
刑
法

お
よ
び
判
例
に
も
と
づ
き
正
答
数
を
求
め
同
様
の
分
析
を
行
っ
た
。

そ
の
結
果
、
全
体
の
正
答
率
は
五
八
%
で
あ
っ
た
。
「
黙
秘
権
」
「
伝

聞
証
拠
」
「
合
理
的
な
疑
い
」
な
ど
は
正
答
率
が
七
O
|
八
O
%
と

比
較
的
高
い
。

一
方
「
証
明
責
任
」
「
操
作
記
録
」
「
有
罪
の
証
明
」

に
く
さ
に
よ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
)
。
ま
た
、
意
識
と

同
様
に
性
差
、
年
齢
差
、
教
育
歴
の
違
い
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、

群
よ
り
も
長
期
群
の
方
が
正
答
数
が
多
か
っ
た
(
中
高
短
大
群
は
五

五
%
、
大
学
群
は
六
八
%
)
。

心
理
学
的
な
常
識
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
日
ハ

(8) 

の
専
門
家
と
一
致
す
る
方
向
の
判
断
を
「
正
答
」
と
し
て

(
N
C
O
H
)

集
計
し
た
と
こ
ろ
、
平
均
値
は
台
一
八
%不
あ
っ
た
。
性
別
、
年
齢
、

教
育
歴
に
よ
る
差
異
が
見
ら
れ
、
女
性
に
お
い
て
、
ま
た
高
齢
者
に

お
い
て
一
般
群
よ
り
も
長
期
群
に
お
い
て
正
答
率
が
高
か
っ
た
(
女

性
で
は
一
般
群
三
五
%
、
長
期
群
四
七
%
、
高
齢
群
で
は
一
般
群
三

五
%
、
長
期
群
四
五
%
)
。

正
答
率
が
高
い
項
目
は
「
事
後
情
報
効
果
」
「
無
意
識
的
転
移
」

等
で
あ
り
、
参
加
者
の
六
O
l
七
O
%
が
正
答
で
あ
る
。
一
方
、
「
記

憶
の
抑
圧
・
回
復
」
「
子
ど
も
の
証
言
」
の
正
答
率
は
ど
ち
ら
も

一

O
%
未
満
で
あ
っ
た
。
記
憶
の
抑
圧
・
回
復
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は

他
に
も
調
査
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
大
学
生
が
対
象
で

あ
っ
た
が
、
同
様
の
結
果
で
あ
り
、

一
般
市
民
、
学
生
に
お
け
る
記

憶
の
抑
圧
・
回
復
に
関
す
る
信
念
は
強
い
こ
と
が
伺
わ
れ
る
�
 
呉
ω

(
Z

b
z
m
w
E
 

(
日
)

N
0
0
0
)

。
ま
た
、
子
ど
も
の
証
言
に
つ
い
て
は
「
信
用
で

き
な
い
」
と
い
う
表
現
に
対
し
「
信
用
で
き
な
い
と
ま
で
は
い
え
な

般

な
ど
の
正
答
率
は
三
!
五
O
%
で
あ
り
低
か
っ
た
(
文
言
の
分
か
り

126 


ω
8
5
2
m
w
-

Tanabe
長方形

Tanabe
長方形

Tanabe
長方形

Tanabe
長方形

Tanabe
長方形



裁判員の法的知識と心理学的知識

本

P
8
5
ら
の
項
目
は
専
門
家
に
向
け
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
文
言

日 

l

を
簡
易
化
し
た
。
補
足
調
査
と
し
て
、
大
学
生
を
対
象
に
、
簡
易
版
、

意
訳
版
、
原
文
訳
(
パ
ッ
ク
ト
ラ
ン
ス
レ 

シ
ヨ
ン
を
行
っ
た
も

の
)
を
用
い
て
調
査
を
行
い
、
比
較
し
た
が
、
大
き
な
差
異
は
認
め

ら
れ
な
か
っ
た
。

い
」
と
い
う
反
応
が
生
じ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
補
足
調

査
と
し
て
行
っ
た
大
学
生
対
象
の
調
査
で
も
、
意
訳
版
(
幼
児
の
証

人
は
成
人
の
証
人
に
比
べ
正
確
で
な
い
)

の
正
答
率
は
二
三
%
、
原

文
版
(
幼
児
の
証
人
は
、
成
人
の
証
人
に
比
べ
、
正
確
さ
の
度
合
い

が
低
い
)

の
正
答
率
は
三
九
%
で
あ
り
、
全
体
と
し
て
、
幼
児
の
証

言
の
信
用
に
対
す
る
懐
疑
の
度
合
い
は
低
い
よ
う
で
あ
っ
た
。

最
後
に
心
理
学
的
知
識
、
法
学
的
知
識
の
正
答
率
と
、
三
つ
の
尺

度
ス
コ
ア

(
消
極
性
、
資
質
能
力
へ
の
不
安
、
障
害
)
と
の
相
関
を

調
べ
た
。
そ
の
結
果
、
法
学
的
知
識
に
お
け
る
正
答
率
は
「
消
極

性
」
「
資
質
能
力
へ
の
不
安
」
と
負
の
相
関
を
も
ち
、
正
答
率
が
高

い
ほ
ど
、
消
極
性
、
資
質
能
力
へ
の
不
安
は
低
か
っ
た
。
こ
れ
に
対

し
心
理
学
的
知
識
に
お
い
て
は
、

正
答
率
は
、

消
極
"空

資
質
能
力

へ
の
不
安
、
障
害
の
い
ず
れ
と
も
関
連
性
は
見
出
せ
な
か
っ
た
。

ま

と

め

こ
こ
で
は
裁
判
員
制
度
に
対
す
る
意
識
の
特
徴
を
分
析
し
、
裁
判

に
関
す
る
知
識
(
法
学
的
知
識
、
心
理
学
的
知
識
)
と
の
関
連
性
に

つ
い
て
検
討
し
た
。
ま
ず
、
裁
判
員
制
度
に
対
す
る
意
識
に
つ
い
て

は
、
主
に
制
度
そ
の
も
の
に
対
す
る
消
極
性
、
自
身
の
能
力
・
資
質

に
関
す
る
不
安
、
そ
し
て
休
暇
が
取
れ
る
か
と
い
っ
た
実
質
的
な
障

害
に
関
す
る
不
安
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
な
か
で
も
資
質

-
能
力
に
関
す
る
不
安
は
高
く
、
そ
れ
は
教
育
年
数
が
相
対
的
に
少

な
い
群
に
お
い
て
高
か
っ
た
。
ま
た
、
法
学
的
な
基
礎
知
識
に
つ
い

て
は
、
立
証
責
任
や
有
罪
の
証
明
な
ど
の
理
解
が
困
難
で
あ
る
こ

と
、
心
理
学
的
知
識
に
つ
い
て
は
記
憶
の
抑
圧
と
回
復
、
幼
児
の
証

言
な
ど
に
対
す
る
懐
疑
の
度
合
い
が
低
い
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
こ
れ

ら
の
知
識
に
つ
い
て
も
教
育
年
数
に
よ
る
違
い
が
見
ら
れ
た
。

こ
こ
で
扱
っ
た
法
学
的
知
識
も
心
理
学
的
知
識
も
、
裁
判
に
お
い

て
は
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
意
識
と
の
関
連
性
が
見

ら
れ
た
の
は
、
法
学
的
知
識
の
み
で
あ
っ
た
。
市
民
が
「
裁
判
の
こ

と
が
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
と
き
、
こ
れ
は
法
学
的
な
知
識
や
裁
判
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公判段階

の
手
続
き
を
指
す
も
の
で
あ

っ
て
、
目
撃
証
言
の
信
用
性
や
記
憶
の

抑
圧
や
回
復
に
関
わ
る
知
識
で
は
な
い
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
、
市
民
の
顕
在
的
な
不
安
を
低
減
す
る
に
は
、
ま
ず
は
法

o
p
g

学
的
知
識
を
強
化
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
提
言
を
行
う
こ

H
C

と
が
で
き
る
。
事
実
、
法
務
省
は
ビ
デ
オ
の
貸
し
出
し
、
出
前
教
室
、

N
)

説
明
会
、

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
を
通
し
て
、
様
々
な
支
援
を
行
っ
て

い
る
。
ま
た
、
法
廷
用
語
の
日
常
化
な
ど
も
、
法
学
的
知
識
の
不
足

か
ら
く
る
�
 (と
認
識
さ
れ
て
い
る
)
不
安
を
低
減
す
る
の
に
役
立
つ

と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
例
え
ば
「
未
必
の
故
意
」
な
ど
、

日
吊
で

m
q
u

は
用
い
な
い
概
念
を
簡
易
的
に
導
入
す
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
市
民
の

N
C
C
H

(口
)

。

不
安
を
高
め
る
こ
と
も
示
唆
さ
れ
て
い
る

(
山
崎
、
仲

二
(

)

O

八
)

市
民
が
裁
判
や
法
律
の
言
葉
に
触
れ
る
機
会
を
自
然
に
増
や
し
て
い

A

く
工
夫
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

で
は
心
理
学
的
知
識
を
強
化
す
る
必
要
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
人


は
誰
で
も
自
分
の
心
を
内
省
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
意
味
で
は


「
心
理
学
的
知
識
の
専
門
家
」
で
あ
る
�
 (ペ
向
日
 

(日
)

一一口。内向。ロー
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S
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(
4
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「
�
 

∞
。
そ
の
た
め
、
心
理
学
的
知
見
の
不
足
は

岨

認
識
さ
れ
に
く
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
例
え
ば
ワ
イ
ズ
と

与
さ
め
戸
同
・
同
・

セ
イ
フ
ァ
�
 
(巧 

♀
∞
乱
。
�
 

(日 
)

は
裁
判
官
を
対
象
に
心
理

陪
)

学
的
命
題
に
つ
い
て
調
査
を
行
い
、
よ
り
知
識
の
あ
る
裁
判
官
は
、

よ
り
慎
重
な
判
断
を
行
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
専

門
家
証
言
に
よ
っ
て
心
理
学
的
知
識
の
提
供
を
受
け
た
模
擬
陪
審
員

は
、
模
擬
裁
判
で
適
切
な
判
断
を
自
信
を
も

っ
て
行
う
こ
と
が
で
き

(3

C))
 

た
と
い
う
報
告
も
あ
る

(の己 
-
2
-
Y
R
a
h
g
R
5
L
C∞
。

専
門
的
知
識
は
裁
判
官
が
説
明
す
る
の
で
市
民
に
は
必
要
な
い
と

言
う
の
で
は
な
く
、
裁
判
員
に
も
適
切
な
か
た
ち
で
知
識
を
提
供

し
、
「
知
識
を
も

っ
て
い
る
」
と
い
う
意
識
を
育
む
こ
と
が
重
要
で

あ
ろ
う
。
ま
た
、
市
民
は
常
識
と
い
う
重
要
な
知
識
を
も

っ
て
い
る

こ
と
を
自
覚
し
て
も
ら
う
こ
と
で
、
裁
判
員
制
度
に
対
す
る
不
安
を

低
減
し
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よ
り
積
極
的
に
関
わ
っ
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も
ら
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よ
う
に
な
れ
ば
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と

田
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